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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　吸入した冷媒を圧縮して吐出する圧縮機と、
　熱交換対象と熱交換することで前記冷媒を凝縮させる凝縮器と、
　前記冷媒を減圧する減圧装置と、
　外気と熱交換することで前記冷媒を蒸発させる空気側熱交換器と、
　前記空気側熱交換器に空気を送出する室外送風機と、
　地面と熱交換することで前記冷媒を蒸発させる地熱側熱交換器と、
　前記空気側熱交換器又は前記地熱側熱交換器が蒸発器として機能するように流路を切り
替える切替装置と、
　外気温度を検知する外気温度センサと、
　前記地熱側熱交換器が蒸発器として機能するとき、前記空気側熱交換器と前記凝縮器と
が並列に接続されるように前記切替装置を制御し、前記室外送風機を停止させる制御手段
と、を備え、
　前記制御手段は、
　前記外気温度センサの検知温度が閾値温度未満である場合に、前記空気側熱交換器と前
記凝縮器とが並列に接続され、かつ、前記地熱側熱交換器が蒸発器として機能する地熱給
湯運転を行い、前記外気温度センサの検知温度が閾値温度以上である場合に、前記地熱側
熱交換器を停止させ、且つ前記空気側熱交換器が蒸発器として機能して給湯運転を行うよ
うに前記切替装置を制御する
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　ことを特徴とする冷凍サイクル装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、
　前記外気温度センサの検知値と、前記圧縮機の吐出圧力を検出する圧力センサ、前記地
熱側熱交換器の温度を検出する地熱温度センサ、及び前記凝縮器の温度を検出する冷媒温
度センサの少なくとも何れかの検知値と、に基づいて、前記地熱側熱交換器が蒸発器とし
て機能するように前記切替装置を制御する
　ことを特徴とする請求項１に記載の冷凍サイクル装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、
　前記空気側熱交換器を除霜する場合に、前記地熱側熱交換器が蒸発器として機能するよ
うに前記切替装置を制御する
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の冷凍サイクル装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、冷凍サイクル装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、外気温度が地熱側温度よりも高い場合には空気側熱交換器を蒸発器とした給湯運
転を実施し、外気温度が地熱側温度よりも低い場合には地熱側熱交換器を蒸発器とした給
湯運転を実施するヒートポンプシステムがあった（例えば、特許文献１参照。）。
【０００３】
　また従来、冷媒温度が所定温度よりも大きいときに空気側熱交換器（空気側熱交換器）
に冷媒を流し、冷媒温度が所定温度以下のときに地中熱利用交換器（地熱側熱交換器）に
冷媒を流す空気調和システムがあった（例えば、特許文献２参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－１２５７６９号公報（［００３３］～［００４０］、図１
）
【特許文献２】特開２０１０－２１６７８３号公報（［００３４］～［００５１］、図１
、図３）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に記載のヒートポンプシステム及び特許文献２に記載の空気調和システムは
、空気側熱交換器及び地熱側熱交換器が並列に設けられ、空気側熱交換器及び地熱側熱交
換器から流出する冷媒は、空気側熱交換器及び地熱側熱交換器の下流部で合流するように
構成されている。このため、圧縮機の吸入圧力は、外気温度が低く地熱側熱交換器を使用
する場合でも、外気の飽和圧力以上にならないため、その切替効果を十分に活用できてい
ないという課題があった。
【０００６】
　また、特許文献１に記載のヒートポンプシステム及び特許文献２に記載の空気調和シス
テムは、使用していない側の空気側熱交換器への冷媒の寝込みが発生するため、圧縮機が
運転されると冷媒が不足する可能性があるという課題があった。
【０００７】
　本発明は、上述のような課題を背景としてなされたものであり、低外気温度時に蒸発器
として用いられない空気側熱交換器の影響を従来よりも低減し、蒸発器として用いられる
地熱側熱交換器から得られる吸入圧力を従来よりも確保することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る冷凍サイクル装置は、吸入した冷媒を圧縮して吐出する圧縮機と、熱交換
対象と熱交換することで前記冷媒を凝縮させる凝縮器と、前記冷媒を減圧する減圧装置と
、外気と熱交換することで前記冷媒を蒸発させる空気側熱交換器と、前記空気側熱交換器
に空気を送出する室外送風機と、地面と熱交換することで前記冷媒を蒸発させる地熱側熱
交換器と、前記空気側熱交換器又は前記地熱側熱交換器が蒸発器として機能するように流
路を切り替える切替装置と、外気温度を検知する外気温度センサと、前記地熱側熱交換器
が蒸発器として機能するとき、前記空気側熱交換器と前記凝縮器とが並列に接続されるよ
うに前記切替装置を制御し、前記室外送風機を停止させる制御手段と、を備え、前記制御
手段は、前記外気温度センサの検知温度が閾値温度未満である場合に、前記空気側熱交換
器と前記凝縮器とが並列に接続され、かつ、前記地熱側熱交換器が蒸発器として機能する
地熱給湯運転を行い、前記外気温度センサの検知温度が閾値温度以上である場合に、前記
地熱側熱交換器を停止させ、且つ前記空気側熱交換器が蒸発器として機能して給湯運転を
行うように前記切替装置を制御するものである。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明に係る冷凍サイクル装置によれば、制御手段は、地熱側熱交換器が蒸発器として
機能するとき、空気側熱交換器と凝縮器とが並列に接続されるように切替装置を制御し、
室外送風機を停止させる。このため、低外気温度時に蒸発器として用いられない空気側熱
交換器の影響を従来よりも低減し、蒸発器として用いられる地熱側熱交換器から得られる
吸入圧力を従来よりも確保することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実態の形態１に係る冷凍サイクル装置１００の構成概要図である。
【図２】本発明の実施の形態１に係る冷凍サイクル装置１００の冷媒回路図である。
【図３】本発明の実態の形態１に係る冷凍サイクル装置１００の地熱側熱交換器４１を蒸
発器とした地熱給湯運転時の冷媒回路図である。
【図４】本発明の実態の形態１に係る冷凍サイクル装置１００の空気側熱交換器５１を蒸
発器とした給湯運転時の冷媒回路図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
実施の形態１．
　図１は本発明の実施の形態１に係る冷凍サイクル装置１００の構成概要図である。図２
は本発明の実施の形態１に係る冷凍サイクル装置１００の冷媒回路図である。
【００１２】
　図１に示されるように、冷凍サイクル装置１００は、室外熱源機３０と、地熱機４０と
、水室内機５０と、を備える。室外熱源機３０と地熱機４０とは冷媒配管１３４で接続さ
れている。室外熱源機３０と水室内機５０とは冷媒配管１４５で接続されている。
【００１３】
　図２に示されるように、室外熱源機３０は、圧縮機１と、四方弁２と、アキュムレータ
４と、第１電磁弁５と、第２電磁弁６と、第１減圧装置（ＬＥＶ）８ａと、第２減圧装置
（ＬＥＶ）８ｂと、第３減圧装置（ＬＥＶ）８ｃと、外気温度センサ１５と、空気側熱交
換器３１と、制御手段３２と、室外送風機３９と、ストップバルブ１４９，１５９，１６
９，１８９と、を備える。
【００１４】
　圧縮機１は、例えば、インバータ駆動制御により容量制御が可能な圧縮機で構成され、
吸入した冷媒を圧縮して吐出する。なお、冷凍サイクル装置１００に用いられる冷媒は、
例えば、Ｒ４１０Ａ、Ｒ４０７Ｃ、若しくはＲ３２等のＨＦＣ冷媒、又は炭化水素若しく
はヘリウムのような自然冷媒等である。
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【００１５】
　圧縮機１には、圧力センサ１１、圧縮機シェル温度センサ１２、及び吐出管温度センサ
１３が設けられる。圧力センサ１１は、圧縮機１の吐出圧力を検出する。圧縮機シェル温
度センサ１２は、圧縮機１の表面温度を検知する温度検出手段である。吐出管温度センサ
１３は、冷媒の吐出温度を検知する温度検出手段であり、圧縮機１の吐出側に設けられて
いる。
【００１６】
　四方弁２は、アキュムレータ４及び地熱側熱交換器４１を接続し第１電磁弁５及び空気
側熱交換器３１を接続する流路と、アキュムレータ４及び空気側熱交換器３１を接続し第
１電磁弁５及び地熱側熱交換器４１を接続する流路と、を切り替えるための弁である。四
方弁２が切り替わることで、冷媒の流れる方向が変化する。アキュムレータ４は、余剰冷
媒を液状態で貯留して、ガス冷媒を圧縮機１の吸入側へ流通させるものである。
【００１７】
　第１電磁弁５は、冷媒の通過を許容又は遮断する弁であり、圧縮機１の吐出側であって
、四方弁２よりも上流側に設けられる。第２電磁弁６は、冷媒の通過を許容又は遮断する
弁であり、圧縮機１の吐出側であって、ストップバルブ１６９よりも上流側に設けられる
。ここで、第１電磁弁５及び第２電磁弁６は、圧縮機１よりも下流側において並列に設け
られているため、圧縮機１から吐出された冷媒は、第１電磁弁５又は第２電磁弁６を通過
し流れる。
【００１８】
　第１減圧装置８ａ、第２減圧装置８ｂ、及び第３減圧装置８ｃは、冷媒の圧力を調整（
減圧）するためのものであり、閉塞されることで冷媒の流れる方向が変化する。外気温度
センサ１５は、空気側熱交換器３１に流入する室外空気の温度を検知する温度検出手段で
あり、外気の吸入口側に設けられている。
【００１９】
　空気側熱交換器３１は、例えばフィンアンドチューブ型熱交換器で構成され、外気と熱
交換することで冷媒を蒸発させるものである。空気側熱交換器３１には、空気側熱交換器
温度センサ１４及び室外送風機３９が設けられている。空気側熱交換器温度センサ１４は
、空気側熱交換器３１での冷媒温度を検知する温度検出手段である。室外送風機３９は、
空気側熱交換器３１の表面上を流れる外気と空気側熱交換器３１に流入する冷媒との熱交
換を行うために設けられる送風手段である。
【００２０】
　制御手段３２は、各種センサの少なくとも１つの検知値に基づいて、圧縮機１、四方弁
２等を制御する。ここで、各種センサとは、圧力センサ１１、圧縮機シェル温度センサ１
２、吐出管温度センサ１３、空気側熱交換器温度センサ１４、外気温度センサ１５、地熱
温度センサ１６、冷媒温度センサ１７、流入水温度センサ、及び流出水温度センサである
。なお、地熱温度センサ１６、流入水温度センサ、及び流出水温度センサの詳細について
は、後述する。
【００２１】
　地熱機４０は、地熱側熱交換器４１と、制御手段４２と、地熱温度センサ１６と、を備
える。地熱側熱交換器４１は、例えばプレート型水熱交換器により構成され、地面と熱交
換することで冷媒を蒸発させるものである。地熱側熱交換器４１は、水ポンプ（図示省略
）と地下採熱パイプ（図示省略）とが接続されて、熱交換媒体である不凍液が循環する水
回路の一部を構成する。地熱側熱交換器４１は、地熱側熱交換器４１を流れる冷媒と水回
路を流通する不凍液とを熱交換させて、地熱により冷媒を蒸発させる。
【００２２】
　制御手段４２は、例えば、地熱機４０の給湯要求情報がある場合に、圧縮機１を駆動す
るように要求する信号を室外熱源機３０の制御手段３２に送信する。制御手段４２と制御
手段３２とは通信線で接続されている。地熱温度センサ１６は、液冷媒の温度を検出する
温度検出手段であり、地熱側熱交換器４１の液側配管に設けられている。
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【００２３】
　水室内機５０は、水冷媒熱交換器５１と、制御手段５２と、冷媒温度センサ１７と、水
ポンプ（図示省略）と、貯湯タンク（図示省略）と、流入水温度センサ（図示省略）と、
流出水温度センサ（図示省略）と、を備える。水冷媒熱交換器５１は、例えばプレート型
水熱交換器で構成される。水冷媒熱交換器５１は、水ポンプ、貯湯タンクが順次配管によ
り接続されて、熱交換媒体である水が循環する水回路の一部を構成する。水冷媒熱交換器
５１は、水冷媒熱交換器５１を流れる冷媒と、水回路を流通する水と、を熱交換させ、水
の温度を上昇させる。
【００２４】
　制御手段５２は、水回路に設けられた水ポンプを制御することで水冷媒熱交換器５１に
流入する水の流量を調整する。制御手段５２と制御手段３２とは通信線で接続されている
。冷媒温度センサ１７は、水冷媒熱交換器５１の冷媒配管の流出側である液側に液冷媒の
温度を検出する温度検出手段である。流入水温度センサは、水冷媒熱交換器５１の水回路
側で流入する水の温度（入口水温）を検出する温度検出手段である。流出水温度センサは
、水冷媒熱交換器５１から流出する水の温度（出口水温）を検出する温度検出手段である
。
【００２５】
　ここで、水冷媒熱交換器５１で冷媒と熱交換する水について説明する。水冷媒熱交換器
５１で冷媒と熱交換することで温度上昇した水は、貯湯タンクの内部に流通する。貯湯タ
ンクの内部に流通した水は、貯湯タンクの水と混合することなく、中間水として貯湯タン
ク内の水と熱交換され、温度下降する。その後、貯湯タンク内の水と熱交換されて温度下
降した水は、貯湯タンクから流出して再び水冷媒熱交換器５１に供給され、冷媒と熱交換
することで温度上昇する。
【００２６】
　ストップバルブ１４９，１５９，１６９，１８９は、各接続配管に設けられている。ス
トップバルブ１４９，１５９，１６９，１８９は、冷媒配管を接続する作業等を行う際に
、室外熱源機３０に存在する冷媒が流出しないように閉塞される。ストップバルブ１４９
，１５９，１６９，１８９が設けられる位置は、例えば以下の（ａ）～（ｄ）の通りであ
る。
【００２７】
　（ａ）ストップバルブ１４９は、地熱側熱交換器４１の下流側に設けられる。
　（ｂ）ストップバルブ１５９は、第３減圧装置８ｃと水冷媒熱交換器５１との間に設け
られる。
　（ｃ）ストップバルブ１６９は、第２電磁弁６と水冷媒熱交換器５１との間に設けられ
る。
　（ｄ）ストップバルブ１８９は、第２減圧装置８ｂと地熱側熱交換器４１との間に設け
られる。
【００２８】
　制御手段３２は、例えば制御手段４２や制御手段５２から送信された情報に基づいて、
圧縮機１等を制御する。制御手段３２は、空気側熱交換器３１又は地熱側熱交換器４１が
蒸発器として機能するように、四方弁２、第１電磁弁５、第２電磁弁６、第３電磁弁７、
第１減圧装置８ａ、第２減圧装置８ｂ、及び第３減圧装置８ｃの少なくとも何れかを制御
する。このとき制御される対象が、本発明の切替装置に相当する。なお、制御手段３２，
４２，５２は、例えば、この機能を実現する回路デバイスなどのハードウェア、又はマイ
コン若しくはＣＰＵなどの演算装置上で実行されるソフトウェアで構成される。
【００２９】
　図３は本発明の実態の形態１に係る冷凍サイクル装置１００の地熱側熱交換器４１を蒸
発器とした地熱給湯運転時の冷媒回路図である。図３を用いて、冷凍サイクル装置１００
の地熱給湯運転の動作について説明する。図３中の矢印は、冷媒の流れる向きを示してい
る。地熱給湯運転時における冷媒回路は、以下の（１）～（３）のようになっている。
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【００３０】
　（１）圧縮機１、第１電磁弁５、四方弁２、空気側熱交換器３１、第１減圧装置８ａ、
第２減圧装置８ｂ、ストップバルブ１８９、地熱側熱交換器４１、ストップバルブ１４９
、四方弁２、及びアキュムレータ４が順次接続されている。
【００３１】
　（２）圧縮機１と第１電磁弁５との間から空気側熱交換器３１と第３減圧装置８ｃとの
間まで、第２電磁弁６、ストップバルブ１６９、水冷媒熱交換器５１、ストップバルブ１
５９、第３減圧装置８ｃが順次接続されている。
【００３２】
　（３）第１電磁弁５から四方弁２を介して空気側熱交換器３１までを結ぶ配管と、地熱
側熱交換器４１からストップバルブ１４９、四方弁２、アキュムレータ４を結ぶ配管とを
接続するバイパス配管３が設けられる。バイパス配管３には第３電磁弁７が設けられる。
【００３３】
　地熱給湯運転時において、制御手段３２は、地熱給湯運転を行うように四方弁２を切り
替える。制御手段３２は、第１電磁弁５が開状態、第２電磁弁６が開状態、第３電磁弁７
が閉状態となるように、第１電磁弁５、第２電磁弁６、及び第３電磁弁７を制御する。第
１減圧装置８ａ、第２減圧装置８ｂ、及び第３減圧装置８ｃは何れも全開に設定される。
すなわち、制御手段３２は、地熱給湯運転を行うとき（地熱側熱交換器４１が蒸発器とし
て機能するとき）、空気側熱交換器３１と水冷媒熱交換器５１とが並列に接続されるよう
に四方弁２等を制御する。
【００３４】
　地熱給湯運転時において、圧縮機１から吐出された冷媒の一部は、第２電磁弁６、スト
ップバルブ１６９、冷媒配管１４５を順に通って、水室内機５０の水冷媒熱交換器５１に
流入する。水冷媒熱交換器５１に流入した冷媒は、水ポンプによって供給される水を加熱
して高圧の液冷媒となり、水冷媒熱交換器５１から流出する。
【００３５】
　水冷媒熱交換器５１から流出した冷媒は、冷媒配管１４５を通って室外熱源機３０に流
入し、ストップバルブ１５９、第３減圧装置８ｃ、第２減圧装置８ｂを順に通って減圧さ
れ、低圧二相の冷媒となる。低圧二相となった冷媒は、ストップバルブ１８９、冷媒配管
１３４を通って地熱側熱交換器４１に流入する。地熱側熱交換器４１に流入した冷媒は、
水回路を流通する不凍液と熱交換されて地熱側熱交換器４１から流出する。地熱側熱交換
器４１から流出した冷媒は、冷媒配管１３４、ストップバルブ１４９、四方弁２、アキュ
ムレータ４を順に通って、再び圧縮機１に戻る。
【００３６】
　地熱給湯運転時において、圧縮機１から吐出された冷媒のうち第２電磁弁６を通らなか
った冷媒は、第１電磁弁５、四方弁２を順に通って空気側熱交換器３１に流入する。ここ
で、制御手段３２が、室外送風機３９を停止させておくことで空気側熱交換器３１におけ
る熱交換量を最小限に留めることができる。空気側熱交換器３１から流出した冷媒は、第
１減圧装置８ａを通過し、水冷媒熱交換器５１から流出する冷媒と合流する。
【００３７】
　図４は本発明の実態の形態１に係る冷凍サイクル装置１００の空気側熱交換器３１を蒸
発器とした給湯運転時の冷媒回路図である。図４を用いて、冷凍サイクル装置１００の給
湯運転の動作について説明する。図４中の矢印は、冷媒の流れる向きを示している。給湯
運転時における冷媒回路は、以下の（１）及び（２）のようになっている。
【００３８】
　（１）圧縮機１、第２電磁弁６、ストップバルブ１６９、水冷媒熱交換器５１、ストッ
プバルブ１５９、第３減圧装置８ｃ、第１減圧装置８ａ、空気側熱交換器３１、四方弁２
、及びアキュムレータ４が順次接続されている。
【００３９】
　（２）空気側熱交換器３１から四方弁２までを結ぶ配管と、四方弁２からアキュムレー
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タ４を結ぶ配管と、を接続するバイパス配管３が設けられる。バイパス配管３には第３電
磁弁７が設けられる。
【００４０】
　給湯運転時において、制御手段３２は、給湯運転を行うように四方弁２を切り替える。
また、制御手段３２は、第１電磁弁５が閉状態、第２電磁弁６が開状態、第３電磁弁７が
閉状態となるように、第１電磁弁５、第２電磁弁６、及び第３電磁弁７を制御する。第１
減圧装置８ａは全開に設定され、第２減圧装置８ｂは全閉に設定され、第３減圧装置８ｃ
は全開に設定される。
【００４１】
　給湯運転時において、圧縮機１から吐出された冷媒は、第２電磁弁６、ストップバルブ
１６９、冷媒配管１４５を順に通って、水室内機５０の水冷媒熱交換器５１に流入する。
水冷媒熱交換器５１に流入した冷媒は、水ポンプによって供給される水を加熱して高圧の
液冷媒となり、水冷媒熱交換器５１から流出する。
【００４２】
　水冷媒熱交換器５１から流出した冷媒は、冷媒配管１４５、ストップバルブ１５９、第
３減圧装置８ｃ、第１減圧装置８ａを順に通って減圧されて低圧二相冷媒となり、空気側
熱交換器３１に流入する。空気側熱交換器３１に流入した冷媒は、外気と熱交換すること
で温度上昇し、空気側熱交換器３１から流出する。空気側熱交換器３１から流出した冷媒
は、四方弁２、アキュムレータ４を順に通って、再び圧縮機１に戻る。
【００４３】
　制御手段３２は、例えば外気温度センサ１５の検知温度が閾値温度以上であるか否かに
よって、図３に示す地熱給湯運転及び図４に示す給湯運転のいずれを実施するかを決定す
る。ここで、暖房を行う際には以下の（１）、（２）のような問題点がある。
【００４４】
　（１）外気温度センサ１５の検知値が低い場合に、空気側熱交換器３１を蒸発器として
機能させると、空気側熱交換器３１に霜が付着する可能性があり、暖房効率が低下する。
　（２）外気温度センサ１５の検知値が高い場合に、地熱側熱交換器４１を蒸発器として
機能させると、地中温度と外気温度との温度差が小さく採熱効率が良くない。
【００４５】
　このため例えば、制御手段３２は、外気温度センサ１５の検知温度が閾値温度未満であ
る場合に、第１電磁弁５及び第２電磁弁６を開状態として室外送風機３９を停止させ、地
熱側熱交換器４１を蒸発器として機能させる地熱給湯運転を実施する。
【００４６】
　また例えば、制御手段３２は、外気温度センサ１５の検知温度が閾値温度以上である場
合に、第１電磁弁５を閉状態及び第２電磁弁６を開状態として、空気側熱交換器３１を蒸
発器として機能させる給湯運転を実施する。
【００４７】
　なお、上述の閾値温度は、例えば、空気側熱交換器３１が着霜し始める温度を考慮して
決定される。このようにして、制御手段３２は、給湯運転を行っている場合に、外気温度
センサ１５の検知温度が閾値温度未満であると判定した場合には、地熱給湯運転に切り替
えることで、仮に空気側熱交換器３１が着霜し始めていても、霜が空気側熱交換器３１に
付着することを抑制できる。
【００４８】
　ここで、特許文献１に記載のヒートポンプシステム及び特許文献２に記載の空気調和シ
ステムは、空気側熱交換器及び地熱側熱交換器が並列に設けられ、空気側熱交換器及び地
熱側熱交換器から流出する冷媒は、空気側熱交換器及び地熱側熱交換器の下流部で合流す
るように構成されている。このため、圧縮機の吸入圧力は、外気温度が低く地熱側熱交換
器を使用する場合でも、外気の飽和圧力以上にならないため、その切替効果を十分に活用
できていないという課題があった。
【００４９】
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　また、特許文献１に記載のヒートポンプシステム及び特許文献２に記載の空気調和シス
テムは、使用していない側の空気側熱交換器への冷媒の寝込みが発生するため、圧縮機が
運転されると冷媒が不足する可能性があるという課題があった。
【００５０】
　また、特許文献１に記載のヒートポンプシステム及び特許文献２に記載の空気調和シス
テムは、四方弁２で流路を切り替えることはできるが、空気側熱交換器の圧力が地熱側熱
交換器の圧力よりも大幅に低い場合には、両者が四方弁２の漏れにより均圧される。これ
により、地熱から得られる吸入圧力が低下してしまう状態となる。
【００５１】
　これに対して、本発明の実施の形態１に係る冷凍サイクル装置１００は、制御手段３２
が、地熱側熱交換器４１が蒸発器として機能するとき、空気側熱交換器３１と水冷媒熱交
換器５１とが並列に接続されるように切替装置を制御し、室外送風機３９を停止させる。
このため、特に外気温度が低い場合でも効率良く運転を行うことができる。これにより、
四方弁２の吐出側接続配管が高圧となるため、冷媒漏れを抑制して地熱から得られる吸入
圧力を確保することができる。したがって、低外気温度時に蒸発器として用いられない空
気側熱交換器の影響を従来よりも低減し、蒸発器として用いられる地熱側熱交換器から得
られる吸入圧力を従来よりも確保することができる。また、蒸発器として用いない温度の
低い空気側熱交換器３１への冷媒寝込みを抑制することができる。
【００５２】
　また、制御手段３２は、例えば外気温度センサ１５の検知温度が閾値温度以上であるか
否かによって、地熱給湯運転又は給湯運転を実施する。例えば、制御手段３２が、空気側
熱交換器３１を蒸発器として機能させる給湯運転を実施している間に、空気側熱交換器３
１には外気温度センサ１５の検知温度が閾値温度未満であると判定した場合には、地熱給
湯運転を実施する。このため、圧縮機１から吐出された高温の冷媒は、蒸発器として機能
していた空気側熱交換器３１に流入するようになる。したがって、例えば霜が空気側熱交
換器３１に付着した場合でも、効率よく除霜することができる。
【００５３】
　なお、制御手段３２は、外気温度センサ１５の検知温度に応じて、地熱給湯運転又は給
湯運転を実施する例について説明したが、これに限定されない。例えば、制御手段３２が
、外気温度センサ１５の検知温度に加え、他のセンサ情報に基づいて地熱給湯運転又は給
湯運転を実施するようにしてもよい。また例えば、制御手段３２が、外気温度センサ１５
の検知温度に代えて、他のセンサ情報に基づいて地熱給湯運転又は給湯運転を実施するよ
うにしてもよい。
【符号の説明】
【００５４】
　１　圧縮機、２　四方弁、３　バイパス配管、４　アキュムレータ、５　第１電磁弁、
６　第２電磁弁、７　第３電磁弁、８ａ　第１減圧装置、８ｂ　第２減圧装置、８ｃ　第
３減圧装置、１１　圧力センサ、１２　圧縮機シェル温度センサ、１３　吐出管温度セン
サ、１４　空気側熱交換器温度センサ、１５　外気温度センサ、１６　地熱温度センサ、
１７　冷媒温度センサ、３０　室外熱源機、３１　空気側熱交換器、３２　制御手段、３
９　室外送風機、４０　地熱機、４１　地熱側熱交換器、４２　制御手段、５０　水室内
機、５１　水冷媒熱交換器、５２　制御手段、１００　冷凍サイクル装置、１３４　冷媒
配管、１４５　冷媒配管、１４９　ストップバルブ、１５９　ストップバルブ、１６９　
ストップバルブ、１８９　ストップバルブ。
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